
宍粟市公告 

 

農用地利用集積計画の作成について 

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第56号）附則第５

条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、別紙のとおり公告する。 

 

令和６年３月１日 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 



6 年 3 月 1 日

1 利用権の設定等に係る面積、筆数及び戸数
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（注） 面積は小数点以下第１位まで記入のこと。

2 設定又は移転する利用権の概要
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